
                             制 定 平成 29 年４月 

 最近改正 令和４年４月 

 

教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則の運用等について 

 

（趣旨） 

第１条 教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等に関し必要な事項を定める。 

（職員の初任給の決定に関する規定等の準用） 

第２条 教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則（平成 29

年大阪市規則第 61 号。以下「規則」という。）の運用にあたっては、次の各号に掲げる

規程を準用する。この場合において、「総務局長」とあるのは「教育長」と、「派遣を命

ぜられた期間」とあるのは「派遣を命ぜられた期間、大学院修学休業をした期間」と、「降

格」とあるのは「降格等」と、「昇格」とあるのは「昇格等」と読み替えるものとする。 

 (1) 職員の初任給の決定に関する規定 

 (2) 職員の昇格及び昇給基準の実施細目について 

 (3) 職員の復職時等における号給の調整について 

（教員の特例） 

第３条 前条の規定にかかわらず、教員等の特例として次の各号に定める基準を適用する。 

 (1) 規則別表第１備考の規定に基づき教育長が相当すると認める学歴、免許等の資格は、

大阪府の例に準じて別段の取扱いをすることができる。 

 (2) 規則第５条の「職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって教育長が定

めるもの」は、次に掲げる職務であって公務に特に有用であると認められるものとす

る。 

  ア その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。) 

  イ アに掲げる職務以外の職務に在職した外部経歴期間を規則別表第３(外部経歴加

算表)の定めるところにより「当該期間に相当する月数」として加算した場合におけ

る当該職務 

 (3) 規則第５条の「教育長が相当と認める期間」は、前号ア及びイに掲げる職務に従事

した期間をいう。 

 (4) 規則第５条における外部経歴期間の計算は、月によるものとし、同一月において期

間が重複して計算される場合は、１月として計算するものとする。また、その重複す

る期間が在職期間とその他の期間であるとき又は規則別表第３（外部経歴加算表）の

月数欄の区分の異なる２以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により

計算し、計算の結果端数が生じる場合は、総計した後切り上げるものとする。ただし、

当該職員の外部経歴期間のうち、その年度に属するいずれかの日に 56 歳以上の年齢

に達することとなる年度の初日以後の期間については、当該計算に算入しない。 



 (5) 規則第７条第４項に規定する教育長が定めるところにより決定する号給は、昇格等

をした日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近

上位の額の号給)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、別段

の取扱いをすることができる。 

 (6) 規則第 11 条第１項各号に規定する「同表以外の各給料表の適用を受ける職員でそ

の職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの」とは、教育職給料表⑴職

務の級区分及び給料表区分に応じて次の表に定める職務の級とする。 

教育職給料表⑴ 
職務の級 

給料表 
４級 ３級 特２級 ２級 １級 

教育職給料表⑵ ４級 ３級 特２級 ２級 １級 

教育職給料表⑶ ４級 ― ３級 ２級 １級 

 (7)  教育職員の人事評価制度運用の手引きに基づく前年度の評価結果のない教員（規

則第２条第２号に掲げる教育職員に限る。以下この号において同じ。）の昇給の号給

数は、４号給とする。ただし、教育職員の人事評価制度運用の手引きの定めるところ

による目標管理シートを提出しないことから評価結果のない教員については、昇給し

ないものとする。  

２ 前条の規定にかかわらず、教員等の復職時調整の特例として次の各号に定めるところ

によることができる。 

(1) 平成 30 年４月１日以後に行う平成 30 年３月 31 日までの期間の一部又は全部を含

む引き続く休職等の期間（規則別表第７左欄に掲げる休職等の期間のうち、その休職

等の期間に対応する右欄に掲げる換算率が「３分の３以下」であるものに限る。）に

係る第２条第３号が準用する職員の復職時等における号給の調整についての規定の

適用にあたっては、その者が属する職務の級の最高の号給に達する号給まで調整する

ことができる。 

(2) 主務教諭、主務養護教諭及び主務栄養教諭選考実施要綱（平成 30年３月 28日制定）

に規定する主務教諭等任命予定者名簿（以下「名簿」という。）に記載された日以後

の最初の昇給日以後の期間に係る復職時調整については、その者が属する職務の級の

最高の号給に達する号給まで調整することができる。 

（教育長が必要と認めるもの） 

第４条 教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等の基準に関する規則の一部を

改正する規則（平成 30 年大阪市規則第 62 号）附則第２項の教育長が必要と認めるもの

は、名簿に記載されている教員であって、平成 30年４月 1日時点で規則第７条第３項に

規定する主務教諭等以外の教員であるものとする。 

 

附 則 

１ この規程は、平成 29年 4月 1日から施行する。 



２ 平成 29 年３月 31 日までの期間の一部又は全部を含む休職等の期間に係る復職時調整

については、大阪府の例に準じて別段の取扱いをすることができる。 

３ 平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの期間（平成 29 年４月１日後に新た

に規則第２条第２号に掲げる教育職員（以下この項において「教育職員」という。）とな

った者にあっては、新たに教育職員となった日から平成 30 年３月 31 日までの期間）に

懲戒処分等を受けた教育職員を平成 30年４月１日に昇給させる場合の号給数については、

大阪府の例に準じて別段の取扱いをすることができる。 

附 則 

１ この規程は、平成 30年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の教育委員会所管の学校の教員等の初任給及び昇給等の基準に

関する規則の運用等について第３条第１項第４号の規定は、平成 29年４月１日から適用

する。 

附 則 

この規程は、平成 31年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）以後に、地方公務員法（昭和 25年法

律第 261号）第 26条の６第７項第１号又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第 110号）第６条第１項第１号若しくは第 18条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員（教育職員に限る。）及び教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の

給与に関する規則（平成 29 年大阪市規則第 64 号。以下「臨任給与規則」という。）第

２条第３項に規定する教員として採用された職員（以下「臨時的任用職員」という。）

のうち、施行日の前日において臨時的任用職員であり、かつ同日から引き続き同一の給

料表の適用を受ける者の初任給は、その者が施行日の前日に受けていた号給と規則第３

条から第５条までの規定又は臨任給与規則第２条第２項の規定により算出された号給

（この規程による改正後の第３条第１項第４号に規定する外部経歴期間の計算に基づき

算出された号給をいう。）のうちいずれか上位の号給に決定するものとする。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する 


